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五

霊
元
院
崩
御
の
後
の
御
所
伝
受
の
継
承
に
つ
い
て
、
盛
田
帝
子
氏
が
詳
細
に
検

討
さ
れ
て
い
る
。
盛
田
氏
は
「
宮
廷
文
化
の
基
盤
で
あ
る
歌
道
の
核
を
担
う
御
所

伝
受
の
流
れ
を
、
こ
こ
で
絶
っ
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
う
桜
町
天
皇

の
強
い
意
志
」
に
よ
り
「
御
所
伝
受
の
継
続
問
題
を
、
宮
廷
歌
壇
の
中
心
に
い
た

桜
町
天
皇
が
ど
の
よ
う
に
立
て
直
し
、
次
の
時
代
に
つ
な
げ
た
か
と
い
う
事
」
を

問
題
に
し
て
、
中
院
通
躬
薨
去
後
の
古
今
伝
受
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
た
。

後
水
尾
院
が
後
西
院
に
古
今
伝
受
を
相
伝
し
、
古
今
伝
受
が
御
所
に
お
い
て
継

承
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
た
際
、
古
今
伝
受
を
伝
受
し
た
歌
人
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ

か
ら
古
今
伝
受
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
歌
人
や
、
古
今
伝
受
を
受
け
る
に
は
至
ら
な

い
後
水
尾
院
歌
壇
の
歌
人
を
含
め
て
和
歌
両
神
で
あ
る
住
吉
大
社
と
玉
津
島
神
社

に
和
歌
を
奉
納
し
た
。
こ
の
奉
納
和
歌
は
そ
の
後
も
継
承
さ
れ
、
宮
廷
歌
壇
の
実

態
を
知
る
上
で
貴
重
な
資
料
と
な
っ
て
い
る
。

神
道
氏
に
よ
る
と
、
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
の
古
今
伝
受
で
は
、
講
釈
が
終

了
す
る
と
宮
廷
歌
壇
の
歌
人
に
歌
題
が
与
え
ら
れ
、
法
楽
和
歌
は
兼
題
で
詠
ま
れ

た
。
そ
の
後
、
玉
津
島
・
住
吉
で
「
御
ほ
う
ら
く
神
事
」
が
あ
り
、
六
月
一
日
に

（
1
）

（
2
）

和
歌
が
奉
納
さ
れ
「
一
七
ケ
日
御
き
た
う
」
が
「
仰
付
ら
れ
た
」。

一
　
古
今
伝
受
後
奉
納
和
歌

住
吉
大
社
及
び
玉
津
島
神
社
に
奉
納
さ
れ
た
古
今
伝
受
後
奉
納
和
歌
は
、
後
西

上
皇
か
ら
霊
元
天
皇
に
古
今
伝
受
が
行
な
わ
れ
た
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
に
奉

納
さ
れ
た
後
、
烏
丸
光
栄
が
桜
町
天
皇
に
相
伝
し
た
延
享
元
年
（
一
七
四
四
）
ま

で
奉
納
さ
れ
て
い
な
い
。
霊
元
天
皇
は
、
後
西
上
皇
か
ら
古
今
伝
受
を
受
け
て
、

武
者
小
路
実
陰
な
ど
に
古
今
集
講
釈
を
し
た
も
の
の
、
自
ら
和
歌
を
奉
納
す
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。
霊
元
天
皇
の
古
今
伝
受
に
つ
い
て
海
野
圭
介
氏
は
次
の
よ
う
に

言
う
。霊

元
院
は
、
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
に
後
西
院
か
ら
古
今
伝
受
を
相
伝
し

た
。（
中
略
）後
水
尾
院
か
ら
後
西
院
へ
と
伝
え
ら
れ
た
和
歌
の
秘
伝
は
、
こ

こ
に
正
統
な
後
継
者
を
得
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
継
承
す
べ
き
次
代
の
東

（
3
）

小

髙

道

子

桜
町
天
皇
と
古
今
伝
受
後
奉
納
和
歌
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六

山
天
皇
は
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
に
三
十
五
歳
で
早
世
し
、
霊
元
院
か
ら

の
直
接
の
継
承
の
道
は
絶
た
れ
た
。
こ
の
時
、
霊
元
院
は
五
十
六
歳
。
当
時

の
事
情
を
伝
え
る
具
体
的
な
記
録
は
未
見
な
が
ら
、
後
水
尾
院
、
後
西
院
の

先
例
を
勘
案
し
て
も
、
次
代
へ
の
相
伝
が
急
務
と
さ
れ
た
こ
と
は
想
像
に
難

く
な
い
。
時
に
中
御
門
天
皇
は
僅
か
に
九
歳
で
相
伝
は
望
め
な
い
。
正
徳
四

年
（
一
七
一
四
）
に
は
、
霊
元
院
歌
壇
に
お
い
て
指
導
的
立
場
に
あ
っ
た
武

者
小
路
実
陰
に
古
今
伝
受
が
伝
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
そ
の
背
景
に
は

右
の
よ
う
な
状
況
が
あ
っ
た
。

霊
元
天
皇
は
正
徳
四
年
（
一
七
一
四
）
に
武
者
小
路
実
陰
に
古
今
伝
受
を
相
伝

し
た
が
、
こ
の
時
に
奉
納
し
た
古
今
伝
受
後
奉
納
和
歌
は
伝
わ
ら
な
い
。
し
か
も

武
者
小
路
実
陰
が
薨
去
し
た
後
、
古
今
伝
受
の
講
釈
を
し
た
中
院
通
躬
は
、
武
者

小
路
実
陰
の
講
釈
に
陪
席
し
て
聴
聞
し
た
の
み
で
、
切
紙
伝
受
は
受
け
て
い
な
い

と
い
う
。
通
躬
が
講
釈
途
中
で
薨
去
し
た
こ
と
も
あ
り
、こ
の
間
の
古
今
伝
受
は
、

伝
え
た
と
い
う
形
式
の
み
で
、
内
容
を
継
承
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

二
　
桜
町
天
皇
の
古
今
伝
受

通
躬
の
薨
去
後
、
勅
命
に
よ
り
古
今
伝
受
の
箱
を
開
見
さ
せ
て
古
今
伝
受
の
内

容
を
継
承
さ
せ
た
桜
町
天
皇
は
、
延
享
元
年
（
一
七
四
四
）
に
烏
丸
光
栄
か
ら
古

今
伝
受
を
伝
受
し
、
宮
廷
歌
人
と
と
も
に
和
歌
両
神
に
古
今
伝
受
後
奉
納
和
歌
を

奉
納
し
て
い
る
。
後
西
院
か
ら
古
今
伝
受
を
受
け
た
霊
元
天
皇
が
古
今
伝
受
後
奉

納
和
歌
を
奉
納
さ
れ
た
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
か
ら
六
十
年
あ
ま
り
、
古
今
伝

受
後
奉
納
和
歌
は
奉
納
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
桜
町
院
が
古
今
伝
受
後
奉
納

和
歌
を
奉
納
し
た
際
に
と
も
に
和
歌
を
奉
納
し
た
歌
人
の
中
で
、
天
和
三
年
の
古

今
伝
受
後
奉
納
和
歌
に
も
和
歌
を
奉
納
し
て
い
る
歌
人
は
見
出
せ
な
い
。
霊
元
天

皇
が
継
承
し
た
後
、
桜
町
天
皇
が
継
承
す
る
ま
で
、
御
所
伝
受
が
皇
続
に
よ
り
継

承
さ
れ
る
事
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
古
今
伝
受
後
、
奉
納
和
歌
は
六
十
余
年
の

間
奉
納
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
十
六
年
後
の
宝
暦
十
年
（
一
七
六
〇
）
に

は
有
栖
川
職
仁
親
王
か
ら
古
今
伝
受
を
受
け
た
桃
園
天
皇
が
、
そ
の
七
年
後
の
明

和
四
年
（
一
七
六
七
）
年
に
は
同
じ
く
有
栖
川
職
仁
親
王
か
ら
古
今
伝
受
を
受
け

た
後
桜
町
天
皇
が
古
今
伝
受
後
奉
納
和
歌
を
奉
納
し
て
い
る
こ
と
と
あ
わ
せ
て
考

え
る
と
、
桜
町
天
皇
が
奉
納
す
る
ま
で
の
長
さ
と
そ
の
間
の
継
承
に
苦
労
し
た
こ

と
が
推
測
で
き
る
。

三
　
歌
道
入
門
と
い
う
事

盛
田
氏
は
、
桜
町
天
皇
が
歌
道
入
門
の
た
め
に
新
し
く
定
め
ら
れ
た
手
続
と
し

て
誓
状
提
出
と
「
寄
道
祝
」
の
和
歌
の
詠
進
を
あ
げ
ら
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

古
今
伝
受
が
歌
学
教
育
を
前
提
に
し
て
い
る
以
上
、
桜
町
天
皇
以
前
に
も
古
今
伝

受
の
開
始
前
に
和
歌
の
添
削
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
古
今
伝
受
を
受
け
る

に
際
し
て
師
か
ら
与
え
ら
れ
た
案
文
を
清
書
し
て
誓
状
を
提
出
す
る
こ
と
は
宗
祇

の
時
代
か
ら
継
続
し
て
行
な
わ
れ
て
い
る
。
三
条
西
実
枝
か
ら
細
川
幽
斎
へ
の
古

今
伝
受
に
お
い
て
は
古
今
伝
受
を
門
外
に
出
す
こ
と
を
お
そ
れ
た
実
枝
に
よ
り
誓

状
の
文
案
が
変
え
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
、
ま
た
、
実
枝
は
幽
斎
が
公
国
に
古
今
伝
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七

受
を
返
す
時
の
た
め
の
誓
状
・
証
明
状
の
文
章
も
残
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。

幽
斎
か
ら
智
仁
親
王
を
経
て
後
水
尾
天
皇
に
相
伝
さ
れ
た
古
今
伝
受
は
、
後
水
尾

天
皇
か
ら
後
西
院
を
は
じ
め
と
す
る
四
人
に
相
伝
さ
れ
る
時
は
、
神
事
の
中
で
誓

状
が
提
出
さ
れ
た
。
古
今
伝
受
が
歌
道
伝
受
に
含
ま
れ
る
以
上
、
歌
道
伝
受
の
形

式
は
、
古
今
伝
受
の
形
式
を
念
頭
に
お
い
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

盛
田
氏
は
、
入
門
書
を
も
と
に
し
て
桜
町
天
皇
の
門
弟
を
記
さ
れ
た
。
し
か
し

な
が
ら
、
古
今
伝
受
継
承
者
と
し
て
の
桜
町
天
皇
の
門
弟
と
し
て
は
、
和
歌
両
神

に
古
今
伝
受
後
奉
納
和
歌
を
奉
納
し
た
歌
人
を
あ
げ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
最
後

に
、
延
享
（
一
七
四
四
）
元
年
に
古
今
伝
受
後
奉
納
和
歌
を
奉
納
し
た
歌
人
を
あ

げ
て
お
く
。

久
我
通
夏
・
桜
町
天
皇
・
藤
谷
為
信
・
近
衞
内
前
・
風
早
実
積
・
閑
院
宮
直

仁
・
一
条
兼
香
・
広
橋
兼
胤
・
伏
見
宮
貞
建
・
上
冷
泉
為
村
・
三
条
西
公

福
・
高
野
隆
古
・
芝
山
重
豊
・
醍
醐
兼
潔
・
烏
丸
光
栄
・
久
世
通
夏
・
坊
城

俊
逸
・
中
院
通
枝
・
久
我
通
兄
・
高
松
重
季
・
八
条
隆
栄
・
庭
田
重
孝
・
飛

鳥
井
雅
重
・
一
条
道
香
・
烏
丸
清
胤
・
飛
鳥
井
雅
香
・
葉
室
頼
胤
・
高
倉
永

房
・
中
山
栄
親
・
庭
田
重
熈
・
三
条
西
実
称
・
西
洞
院
明
名
・
柳
原
光
綱
・

久
世
栄
通
・
下
冷
泉
宗
家
・
園
基
香

後
水
尾
院
が
後
西
院
を
は
じ
め
と
す
る
四
名
に
古
今
伝
受
を
相
伝
し
た
後
、
御

所
に
お
い
て
継
承
さ
れ
た
御
所
伝
受
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
い
。
歌
道
伝
受

に
つ
い
て
は
、
古
今
伝
受
と
の
関
連
を
考
慮
し
た
上
で
検
討
す
る
事
が
必
要
で
あ

ろ
う
。
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